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1.1.1.1.銀行の株式保有ルール整備の視点銀行の株式保有ルール整備の視点銀行の株式保有ルール整備の視点銀行の株式保有ルール整備の視点

（米国）　グラス・スティーガル法により、銀行(本体)の株式保有は原則として禁止されているが、昨年施行された金融近代化

法（いわゆるグラム・リーチ・ブライリー法）により、金融持株会社の子会社は、マーチャント・バンキング業務（投資

家への販売又は自己の資産の運用のために事業会社の株式を保有する）に従事できることになった。その場合、株式保有

のルールとして、①マーチャント・バンキング業務による投資額は、金融持株会社の Tier１の 30％とすることが決めら

れており、②マーチャント・バンキング業務による投資額に応じて当該投資額の８％～25％を金融持株会社の Tier１か

ら控除する方針（現在、パブリック・コメントを求めている。）。

（ドイツ）　銀行が事業会社の株式を保有することは認められている(ユニバーサル・バンキング)が、その場合、① 一社に対

する出資額（資本又は議決権の 10％以上保有している株式が対象）は、当該金融機関の自己資本(Tier1+Tier2)の額の 15％

を超えてはならない、かつ、② ①の出資額(資本又は議決権の 10％以上の直接又は間接の保有等)の総額は当該金融機関

の自己資本の額を 60％を超えてはならない、とのルールがある。

＜事業支配力の抑止＞＜事業支配力の抑止＞＜事業支配力の抑止＞＜事業支配力の抑止＞
＝　独占禁止法により、「銀行は、国内会社の株式について、
原則、当該会社の発行済株式の５％を超えて保有してはな
らない」とされており、規制緩和３か年計画（３月３０日
閣議決定）において「現行の規制が現時点でも適切かとい
う観点から株式保有制限を見直す」とされている。

　　　　＜融資と併せた銀行の健全性確保＞＜融資と併せた銀行の健全性確保＞＜融資と併せた銀行の健全性確保＞＜融資と併せた銀行の健全性確保＞
＝　銀行の、同一人(企業)に対する貸出や
出資(株式保有)について、「原則、自己
資本の一定割合(単体で 25％等)に制限
する(大口信用供与等規制)」ことにより
投資リスクの抑制が図られている。

　　　　＜自己資本比率の計算ルール＞＜自己資本比率の計算ルール＞＜自己資本比率の計算ルール＞＜自己資本比率の計算ルール＞
＝　銀行の自己資本比率規制において、株
式は、リスク・アセットとして保有株式
全体としてリスクウェイト 100％の資産
として取扱われている。

　＜新たなバーゼル合意新たなバーゼル合意新たなバーゼル合意新たなバーゼル合意(2004(2004(2004(2004 年から年から年から年から))))＞＞＞＞
＝「銀行が投資先企業の発行済株式の一定
比率を超えて保有する株式の残高が銀
行の自己資本の一定比率を超える場合
には、当該銀行の自己資本から控除す
る」との BIS の新たなルールについて、
各国の意見を聴取しているところ。

　＜銀行の融資機能と企業金融＞＜銀行の融資機能と企業金融＞＜銀行の融資機能と企業金融＞＜銀行の融資機能と企業金融＞
＝　銀行と企業の関わりにおいて、起業支
援などは、銀行による出資と融資が一体
となり実施されている。資本市場へのか
かわりの観点からの銀行機能のあり方
等について検討する必要。

　＜　＜　＜　＜他業他業他業他業((((異業異業異業異業))))リスクの排除＞リスクの排除＞リスクの排除＞リスクの排除＞
＝　銀行法により、「銀行は、国内会社の株
式について、原則、当該会社の発行済株式
の 5％(銀行持株会社の場合には 15％)を
超えて保有してはならない」とされてい
る。
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［単位：兆円］

（日銀統計月報）

（参考）資本勘定

（株式分布状況調査
―全国証券取引所協議会）

都銀
地銀
第２地銀＊

長信銀
信託銀
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　 〔17.4〕
   〔 8.6〕
   〔 0.8〕
   〔 2.0〕
   〔 4.0〕

都銀
地銀
第２地銀
長信銀
信託銀（除く年
金信託･投信）

 52.3

 29.2

( 11.3)

(  6.3)

（合計） 45.8    〔32.9〕 （合計）  81.6 ( 17.7)

信託勘定 54.6 年金信託･投信  33.4 (  7.2)
（再計） 100.4 （再計） 115.0 ( 24.9)

（参考）
上場株式時価総額 461.9 (100.0)

非上場株式も含む。12年 3月末の簿価。
（＝原価法又は低価法採用行混在）
〔　〕は資本勘定の合計。　＊５８行ベース

上場普通株式が対象。12年 3月末の時価を
ベースに推計。( )内は時価総額に占める保
有割合％。

 ３．銀行の保有する株式の状況（１２年３月末）
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